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第１章 産業政策の経済効果に関する分析 

 

大阪大学大学院経済学研究科 齊藤 愼 

大阪大学大学院経済学研究科 樺 克裕 

 

１ はじめに 

 

 近年の経済のグローバル化にともなって日本各地で企業の製造拠点の海外移転が加速

している。高度成長期を通じて、「世界の製造工場」の座を不動のものにしてきた日本経

済であるが、1980 年代に入りＡＳＥＡＮ等のアジア経済の台頭、1990 年代に入っての中

国の目覚しい経済成長によって、その座を脅かされるようになってきた。80 年代後半の

円高を契機に、輸出価格の抑制という目的に製造拠点の海外移転が本格化した。そして

90 年代の初頭には、「産業の空洞化」現象として、取り上げられるようになった。 

 このような「産業の空洞化」は、現在の経済不況下において、より顕在化してきた。

相対的に安い海外の労働力、生産技術の進歩等は、この「産業の空洞化」を推し進める

大きな要因となっている。さらに、90 年代後半以降続くデフレ現象は、製品価格の下落

を通じて、製品の付加価値を圧縮し、付加価値を確保するためにも、よりコストの低い

海外への製造拠点の移転、そして海外生産体制の定着させている。すなわち、80 年代の

為替リスクの回避という一要因から始まった「産業の空洞化」は、約 20 年を経て、恒久

的な構造になってきているのである。 

 このように、経済のグローバル化によって、地域経済と海外経済の結びつきは強固に

なってきている。もはや現在の日本の地域経済は、中国、東南アジア等アジア経済圏の

動向を抜きに語ることができないほどである。 

 「産業空洞化」は地域経済の中小製造企業を直撃している。これまでの地域経済への

影響と言えば、80 年代の円高不況時の地場産業地域に代表されるような、中小企業に対

するものが多かった。これに加えて 90 年代に入ってのデフレ不況化では、大企業の製造

拠点の廃止、統合、海外移転も目立って増えてきた。多くの中小企業は、大企業の下請

けとして生産活動を行っており、下請け関係の解消等を通じて、大きな影響を受けてい

る。つまり、しわ寄せを受けるのは常に中小製造業であり、製造業そのものがグローバ

ル市場の波に飲みこまれてしまった以上、中小製造業と言えども、下請け企業、地場産

業の担い手というだけでは生き残りそのものが厳しくなっている。 

 製造業を中心にみてきたが、地域経済における中小サービス業も同様に厳しいものが

ある。モータリゼーションの進展により、大規模小売店舗の郊外進出が促進され、全国

各地の商店街で空き店舗が常態化している。このような現象も、地域経済の観点からみ

ると、商店街における「空洞化」現象であり、ここでも、打撃を受けるのは、中小卸売・
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商業である。 

 このように、「産業の空洞化」は、地域経済の中小企業に大きなダメージを与えてきた

わけであるが、このような現状を国および地方自治体が看過していたわけではもちろん

ない。わが国の産業政策は、これら「空洞化」現象への対策として、さまざまな施策を

行ってきた。特に地域経済への対策、中小企業政策は、高度成長期以降産業政策の中軸

として据えられている。 

 今回地域経済の「空洞化」問題を考える際に、今まで実施されてきた産業政策を総括

し、過去の政策評価、地域経済への影響を分析することは重要であり、今後の「空洞化」

への方策を考える上でも有益であると思われる。 

 本研究では、「経済政策が地域経済の民間部門に与える影響を調査する」ことを主眼と

したいために、主に産業政策の地域経済への影響の分析に重点をおきたいと考える。地

域経済レベルでの産業政策の政策手段として最も一般的に考えられるのは、都道府県お

よび市町村の商工費である。よって、各都道府県の商工費が各都道府県の県内経済生産

に与える効果（政策的効果）の分析を行っていきたいと考える。 

 具体的なモデル分析に入る前に、次節では産業政策の変遷について明らかにする。モ

デル分析を３節で行い、その結論について４節で述べることとする。 

 

２ 産業政策の概要 

 

２．１ 産業政策の定義 

 

 産業政策の定義に明確なものはないが、大体以下のように定義をすることができる。 

 まず、産業政策というところの産業が何を指すのかということだが、大体において工

業、製造業を指し、農業・建設・サービス・交通等は含まれないことになっている。だ

が、それはあくまで省庁の所管からくるものであり、本論文が主たる研究対象とする都

道府県の商工費の対象が必ずしもこれらの業種に限られるものではない。 

 産業をこのように大雑把に定義した上で、日本の産業政策研究の代表的な著書である

小宮・奥野・鈴村(1984)によれば産業政策を以下のように定義している。 

 

（１） 産業への資源配分に関するもの 

 （Ａ）産業一般の infrastructure（工業用地・産業の道路港湾・工業用水・電力供給

等）にかかわる政策 

 （Ｂ）産業間の資源配分にかかわる政策 

（２） 個々の産業の組織に関するもの 

 （Ｃ）各分野の内部組織に関連する政策（産業再編成・集約化・操短・生産および投

資の調整等） 
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 （Ｄ）横断的な産業組織としての中小企業政策 

 

 これらの分類は、あくまでその当時のものであり、１節で述べた通り経済を取り巻く

環境は大きく異なっている。本来であるならばここで現在の経済環境下における産業政

策の再分類を試みるべきであるが、本研究の目的から外れるのでここでは割愛する。 

 地域経済を論じる上で欠かせないものは、（Ｄ）の中小企業政策である。（Ａ）、（Ｂ）、

（Ｃ）の各政策が時代の経過により、変化せざるを得なかった一方で、現在に到るまで

（Ｄ）の中小企業政策の産業政策におけるウエイトは一定のものを維持し続けているの

が現状である。つまり、産業政策は企業規模に関して一元的ではなく、過度の政策介入

を避け、価格メカニズムを尊重する自由主義的な政策を推進する一方で、中小企業政策

が並存するという二元的な構造になっていることは注目に値する。 

 

２．２ 産業政策の変遷 

 

 ここでは、主に石油危機以降の産業政策の変遷について簡単に見ていきたい。 

 1970 年代は、産業政策が大きな転換点を迎えた時期である。高度成長が一段落し、1971

年のニクソン・ショック以降の国際金融体制の変換、公害問題の出現、独占禁止法の改

正強化（1977 年）等、経済をとりまく環境が変化し、産業保護政策から市場機構重視政

策へ、重化学工業から知識集約型産業への転換、環境対策等が産業政策の政策課題とな

っていった。この時代の政策の方向性は、基本的には現在にまで引き継がれているもの

である。また、このような政策転換の背景には、従来の産業の主役であった繊維産業、

石炭業等の補償政策があったことも見逃せない。 

 1980 年代に入り、安定経済成長に入ると、日本と米国間の貿易摩擦問題がクローズア

ップされる等、通商政策が産業政策のメインとなってくる。 

 バブル崩壊以降は、長引く不況が進行する中で、新規産業の育成、産学官連携の推進、

ＮＰＯ活動の推進等新たな産業政策が行われるようになった。1990 年代後半以降には、

銀行の不良債権処理の過程において、特に中小企業への資金繰りが問題になり、信用保

証制度の拡充を中心とした金融政策に産業政策の課題がシフトしてきたのが現状である

と言えよう。 

 

２．３ 中小企業政策の変遷 

 

 前節において、産業政策の変遷を見てきたが、中小企業政策の変遷もほぼ軌を一にし

ていると言える。すなわち 70 年代の高度成長期を境に、中小企業構造の高度化、近代化

といった、自由経済で生き残っていく前向きな中小企業のための対策、いわゆる適応政

策がメインとなっていた。またこの時期には、時代変化に取り残された産地、業種への
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事業転換対策としての「新分野進出計画制度」等が開始された。85 年のプラザ合意以降

は、脱下請を目指して、専門的技術に基づく市場開拓能力の獲得支援を目指して、異分

野交流による市場開拓を目指した「融合化法」（1988 年）、海外拠点支援を目指した「中

小企業新分野進出等円滑化法」（1993 年）、創業や研究開発支援のための「中小企業創造

活動法」（1995 年）等、市場経済に挑む前向きな中小企業に対する政策を打ち出した 1。

そして、1999 年 12 月には 36 年ぶりに「中小企業基本法」の改正を行った。新基本法で

は、中小企業を、多様な事業分野で特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供

し、日本の経済の基盤を形成する存在として捉えている。これは、従来の基本法が、中

小企業を大企業と比較して競争力の劣った、格差是正の対象としていたのに比べると、

大幅な方針転換とも呼べるものであった。 

 ただし、この中小企業基本法の改正には、１つ付け加えておかなければないことがあ

る。それは、中小企業の中でのより零細な企業である小規模企業に対する支援は、経営

の実態に配慮して継続されることになったことである。これら小規模企業に対する経済

支援、すなわちどちらかと言えば後向きの政策と、新基本法に述べられた前向きな政策

が並存する形になっているのである。これは、２．１節で述べた二元的な構造が「中小

企業政策」という括りの中に存在することを示している。 

 さらに近年、デフレ経済の進行と銀行の不良債権処理加速に伴い、中小企業の金融対

策は喫緊の課題となってきている。結果として、政府系金融機関融資の拡大、信用保証

制度の拡充を中心とした中小企業への資金供給の円滑化政策が中小企業政策に占める位

置は、大きくなってきているのが現状である。 

 

２．４ 政策経路 

 

 ここまで、産業政策の定義、変遷および中小企業政策の変遷について述べてきたが、

ここでは、産業政策および中小企業政策がどのような政策経路により、地域経済に波及

して政策効果を上げていくか、簡単に述べていきたい。 

 まず、国レベルにおける産業政策は、経済産業省が所管している。このうち、中小企

業政策はその外部部局である中小企業庁が所管しており、中小企業対策費として予算に

計上され、施行されている。ここまで述べてきた通り、地域経済と中小企業政策には密

接な関係があるため、都道府県、市区町村、商工関係団体（商工会議所、商工会、中小

企業団体中央会等）を通じて施策を行うことが多い。 

 都道府県、市町村では、商工担当部局が所管し、地方財政統計年報上では、商工費と

                          
1 各法律の正式名称は順に、「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促

進に関する臨時措置法」（1988 年制定）、「特定中小企業の新分野進出等による経済の構

造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法」（1993 年制定）、「中小企業の創造的事

業活動の促進に関する臨時措置法」（1995 年制定）である。 
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して計上されている。この商工費の中には、大別して国庫補助金の都道府県、市町村負

担分と都道府県、市町村単独事業費、それに近年増加している信用保証制度関連の預託

金等が含まれる。施行は、都道府県、市町村自らが行うもの、商工関係団体が行うもの

と幅が広い。 

 商工費を検討する上で注意が必要なのは、再三述べている信用保証制度関連費用と商

工団体の人件費等直接的な政策効果が期待できない経費が含まれていることである。 

 このように商工費はその施策範囲・種類とも非常に広いので、政策効果の測定に際し

ては、本体は仔細な分類が必要だと思われる。ただし、地域経済への影響を考える時、

より実態に近いのは中小企業対策予算より、商工費であると考えられるので、本論文で

は政策手段のベンチマークとして都道府県商工費、市町村商工費を取り上げることとす

る。 

 なお、1989 年度から 2000 年度までの中小企業対策予算額の推移（厚生労働省所管分

は除く・名目値）は図表１－１の通りである。財務省所管分の割合が増加しているが、

同省所管分は中小企業金融対策が多くを占めており 2、中小企業政策に占める金融対策の

比重が大きくなっていることを裏付ける結果となっている。 

 

２．５ 商工費の概要 

 

 「地方財政統計年報」によると、2000 年度の都道府県商工費、市町村商工費の 47 都

道府県合計額（歳出ベース・名目値）は、それぞれ３兆 5,219 億円、１兆 9,590 億円に

上る。これは、2000 年度の中小企業対策予算額合計の 9,354 億円（ただし、当初予算は

1,943 億円）の５倍強である。産業政策の主管行政庁である経済産業省の 2000 年度の一

般予算額（特別会計および特別会計繰入分を除く）4,487 億円をも上回っており、地域

経済対策への政策手段としての商工費の占める地位は、非常に大きいものがある。図表

１－２は 1989 年度から 2000 年度までの商工費の 47 都道府県合計額（歳出ベース・名目

値）の推移を都道府県商工費、市町村商工費にわけて、表したものである。 

 また、1975 年度～1998 年度までの都道府県商工費（実質値・沖縄県除く）の対県内総

生産のシェアを示したのが図表１－３～10、同様に市町村商工費（都道府県計）の対県

内総生産シェアを示したのが、図表１－11～18 である。 

 中小企業対策予算の近年の増加傾向に比べ、商工費はさほどの変動傾向を示していな

い。一方、対県内総生産シェアで見ると、概ね各年度の県内総生産比はさまざまであり、

地域差が見受けられる。1998 年度では、都道府県商工費でシェア最高が鳥取県の 2.7％、

最低が神奈川県の 0.1％、市町村商工費（都道府県計）でシェア最高が鳥取県の 1.0％、

                          
2 例えば、平成 12 年 10 月には、特別信用保証制度の未達分措置、信用補完制度の充実、

政府系金融機関におけるセーフティネット貸付制度の整備等に、一次補正予算として財
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最低が東京都の 0.1％となっている。 

図表１－１ 中小企業対策予算の推移（経済産業省・財務省所管分） 

 

図表１－２ 商工費（47 都道府県計）の推移 
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図表１－３ 都道府県商工費のシェア（対県内総生産） 北海道・東北地方 

 

 

図表１－４ 都道府県商工費のシェア（対県内総生産） 関東地方 
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図表１－５ 都道府県商工費のシェア（対県内総生産） 北陸・甲信越地方 

 

 

 

図表１－６ 都道府県商工費のシェア（対県内総生産） 東海地方 
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図表１－７ 都道府県商工費のシェア（対県内総生産） 関西地方 

 

 

図表１－８ 都道府県商工費のシェア（対県内総生産） 中国地方 
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図表１－９ 都道府県商工費のシェア（対県内総生産） 四国地方 

 

 

図表１－10 都道府県商工費のシェア（対県内総生産） 九州地方 
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図表１－11 市町村商工費のシェア（対県内総生産） 北海道・東北地方 

 

 

図表１－12 市町村商工費のシェア（対県内総生産） 関東地方 
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図表１－13 市町村商工費のシェア（対県内総生産） 北陸・甲信越地方 

 

 

図表１－14 市町村商工費のシェア（対県内総生産） 東海地方 
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図表１－15 市町村商工費のシェア（対県内総生産） 関西地方 

 

 

図表１－16 市町村商工費のシェア（対県内総生産） 中国地方 
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図表１－17 市町村商工費のシェア（対県内総生産） 四国地方 

 

 

図表１－18 市町村商工費のシェア（対県内総生産） 九州地方 
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３ モデル分析 

 

３．１ 先行研究 

 

 本研究では、46 都道府県によるクロスセクションの生産関数を導入したいと考える。 

都道府県レベルによるクロスセクション分析を試みた先行研究は、いくつかある。 

 吉野・中野(1996)では、トランスログ型生産関数を用いて、パネル分析により、地域

における社会資本の技術効率性について測定した。その結果、社会資本の直接効果、間

接効果とも、一部地域でのみ有意であるとした限定的な結論を導き出している。 

 土居(1998)では、トランスログ型生産関数を用いて、パネル分析により社会資本と民

間資本の代替性についての検証を行った。その結果、一部推定区間で社会資本の係数が

負になったものの、社会資本と民間資本の代替性については有意な結果を導いている。 

 以上を踏まえて、先行研究と同様に、クロスセクションデータのパネル分析による生

産関数の推定を行う。ただし、生産関数については、都道府県商工費、市町村商工費の

内訳等がわからないことから、都道府県商工費、市町村商工費および民間資本、社会資

本、労働量（本研究では従業者数）間の相関性についての詳細な検討ができていないの

で、ここではより単純なコブ＝ダグラス型生産関数の推定を行いたい。 

 

３．２ モデル 

 

 産業政策の地域経済への政策効果を分析する上で、最も実情を反映した政策手段は、

商工費であることは前節までに述べた。この節では、実際にモデルを仮定し、分析を行

っていく。 

 商工費の政策的効果を分析するのに、生産関数を導入する。生産関数は、各都道府県

の県内総生産 iY を左辺に、生産要素として、各都道府県の民間資本 iK 、社会資本 iG 、
都道府県商工費 iPp 、市町村商工費 iPc 、従業者数 iL を考える。民間資本 iK 、社会資本

iG は、土居(1998)より、各都道府県の県内総生産 iY 、従業者数 iL は、「県民経済計算」
より、都道府県商工費 iPp 、市町村商工費 iPc は、「地方財政統計年報」よりデータを得
た。また、各都道府県の県内総生産 iY 、都道府県商工費 iPp 、市町村商工費 iPc は各年

度の県内総支出デフレーターにより実質化した。 

また、民間資本 iK については、浅子・坂本(1993)、土居(1998)にしたがって、都道府

県毎の稼働率を以下の式により推定し、稼働率修正を行った。すなわち、都道府県別に、 

iiii YbaY ���� lnln （ただし �� iYY ） 

を推定し、得られた最小二乗推定値 ib̂ を得る。これより、各年度の全国稼働率指数 tCU
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を用いて、稼働率修正民間資本 iK を各都道府県、年度ごとに以下のように定義する。 

ititit KbCUK ���
ˆ  

 

ただし、 itK は、 i県( ),( 461�i )、 t期（ ),( 9875�t ）の稼働率修正民間資本を表して

いる。 

コブ＝ダグラス型の生産関数を仮定し、（I）都道府県商工費 iPp 、市町村商工費 iPc が
各々入ったもの、（II）都道府県商工費 iPp のみが入ったもの、（III）市町村商工費 iPc

のみが入ったもの３種類をそれぞれ推定した。両辺を自然対数でとったものは、それぞ

れ以下の式のように表すことができる。 

 

（I） itititititit PcPpGLKY lnlnlnlnlnln 543210 ������ ������  

（II） ititititit PpGLKY lnlnlnlnln 43210 ����� �����  

（III） ititititit PcGLKY lnlnlnlnln 53210 ����� �����  

 

ここで 0� は定数項であり、 itK は、 i県( ),( 461�i )、 t期（ ),( 9875�t ）の民間資本を表

している。 

 

 推計対象都道府県は、沖縄県を除く 46 都道府県であり、推計期間は、1975 年から 1998

年の 24 年間を３期間（1975 年～1982 年(以下 75-82 期)、1983 年～1990 年(以下 83-90

期)、1991 年～1998 年（以下 91-98 期））、および２期間（1975 年～1986 年（以下 75-86

期）、1987 年～1998 年（以下 87-98 期））にそれぞれ区分して、（I）、（II）、（III）各式

について、それぞれパネルデータによる推計を行った。 

 

３．３ 推定結果 

 

推定結果は、（I）については、図表１－19、（II）については、図表１－20、（III）に

ついては図表１－21 の通りである。パネルデータの推計に関しては、固定効果モデル、

変動効果モデルの２通りがあるが、特定化の検定(Hausman 検定)によりすべてのケース

において、固定効果モデルが採用された。 

（I）では、都道府県商工費 Ppについては 83-90 期以外すべての期で、市町村商工費

Pcについてはすべての期で有意な結果（有意水準５％）が得られた。（II）では、都道

府県商工費 Ppについて、83-90 期以外すべての期で有意な結果が得られ、（III）は、市

町村商工費 Pcについてはすべての期において有意な結果が得られた。（I）、（II）では係

数 4� は、87-98 期よりも 75-86 期の方が大きく、反対に（I）、（III）では係数 5� は 75-86

期よりも、87-98 期の方が大きかった。 
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３．４ 推定結果から言えること 

 

 （I）、（II）、（III）ともに、都道府県商工費 Ppおよび市町村商工費 Pcに関しては概
ね良好な結果が出た。また、都道府県商工費 Ppに関する（I）、（II）の推定結果は、と

もに 83-90 期以外すべての期で有意な結果となり、市町村商工費 Pcに関する（I）、（III）

の推定結果は、すべての期で有意な結果となる等、結果は整合的なものであると言えよ

う。 

 ２期間区分において、係数 4� は、87-98 期よりも 75-86 期の方が大きく、係数 5� は

75-86 期よりも、87-98 期の方が大きいことは、都道府県商工費 Ppと市町村商工費 Pcの

政策効果が異なる可能性を示唆している。 

 ただし、稼働率修正民間資本 iK 、社会資本 iG 、従業者数 iL の符号が負のケース並び

に一部有意ではないケースがあるなど問題が多い。また、生産関数についての先行研究

である、土居(1998)、吉野・中野(1996)は、トランスログ生産関数を使っており、生産

要素間の代替・補完関係の有無についても検討が必要であると考える。 

 このような問題に対処しつつ、商工費の政策効果について検証することが今後の課題

である。 

図表１－19 推定結果（I） 

  K G Pp Pc L 
91-98 0.3263350 -0.1767400 0.1510560 0.3441990 -1.0874900 
  [.000] [.060] [.000] [.000]  [.005] 
83-90 0.5949810 -0.4209560 -0.0004891 0.0623150 0.3706120 
  [.000]  [.000] [.980]  [.002] [.000] 
75-82 0.2176600 0.0475730 0.0399220 0.1339820 0.5828480 
  [.000] [.272] [.014] [.000] [.000] 
87-98 -0.0915640 0.0382900 0.1025190 0.1090170 0.1454030 
  [.005] [.282] [.000] [.000] [.046] 
75-86 0.0174130 0.2025230 0.1522310 0.0799600 -0.1424880 
  [.562] [.000] [.000]  [.017] [.151] 

注）下段はｐ値、固定効果モデル 

 

図表１－20 推定結果（II） 

  K G Pp L 

91-98 0.2555360 -0.1111660 0.2700240 -0.5053630 
   [.020]   [.312]  [.000] [.265] 

83-90 0.6615020 -0.4311020 0.0101430 0.3081610 
   [.000]  [.000] [.607] [.002] 

75-82 0.2412570 0.1246190 0.0711770 0.4819200 
  [.000]  [.006] [.000]  [.001] 

87-98 -0.0688910 0.0473620 0.1335550 0.1392230 
  [.046]  [.866] [.000]  [.083] 

75-86 0.0299560 0.2152810 0.1701820 -0.1533760 
  [.314]  [.000]  [.000] [.124] 

注）下段はｐ値、固定効果モデル 
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図表１－21 推定結果（III） 

  K G Pｃ L 
91-98 0.2748710 -0.0414090 0.4387950 -0.8198090 
  [.006] [.670] [.000] [.047] 
83-90 0.5947790 -0.4209590 0.0622280 0.3705280 
   [.000]  [.000]  [.002]  [.000] 
75-82 0.2140060 0.0583380 0.1468610 0.6599970 
  [.000]  [.179] [.000] [.000] 
87-98 -0.0715840 0.0866210 0.1472700 0.1979480 
  [.028] [.011] [.000]  [.013] 
75-86 0.0482340 0.2100570 0.1104050 -0.0956400 
  [.105]  [.000] [.001] [.341] 

注）下段はｐ値、固定効果モデル 

 

４ まとめ 

 

 本研究では、２節で産業政策および中小企業政策について総括し、地域経済への政策

手段として都道府県商工費、市町村商工費を取り上げ、３節で実際に生産関数を導入し

てその政策効果を測定した。推定結果は商工費に関しては概ね良好であり、都道府県、

市町村商工費の政策効果の違いがある可能性を示唆した。だが、他の生産要素に関して

の推定結果に関しては問題があるので、今後の課題としたい。 

 なお、章末には補論として、都道府県別に（都道府県商工費 iPp 成長率－県民総生産 iY
成長率）、（市町村商工費 iPc 成長率－県民総生産 iY 成長率）をプロットしたものを掲載

した。 
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補論：商工費の成長率と県内経済生産成長率の関係について 

 

ここでは、都道府県別（46 都道府県・沖縄県は除く）に（都道府県商工費 iPp 成長率：
Ｘ軸－県民総生産 iY 成長率：Ｙ軸）、（市町村商工費 iPc 成長率：Ｘ軸－県民総生産 iY 成

長率：Ｙ軸）をプロットしたものを掲載する。期間は、平成 10 年度成長率分から昭和５

１年度分成長率までの 23 期間である。また、図中、線形（ Pp －Y ）、線形（ Pc－Y ）

はそれぞれ、都道府県ごとの線形近似線である。成長率は、（当該年度の実質値－１年度

前の実質値）／（１年度前の実質値）で算出した。各表は都道府県商工費、並びに市町

村商工費と県内総生産の時系列的な関係を表している。 

 しかし、各表を見比べるとわかるが、都道府県商工費、市町村商工費の成長率に対す

る県内総生産成長率の動きは様々であり、ここで確定的なことを述べることはできない。

また、成長率に関する推計は今後の課題としたい。 

 

（実例：図表１－74） 

表１－74 は、大阪府の都道府県商工費 Pp成長率、県民総生産Y 成長率を２３期間分
プロットしたものである。→は、大阪府の 1998年度～1997年度期間の都道府県商工費 Pp

成長率をＸ軸に、同期間の県民総生産Y 成長率をＹ軸にとったものである。残りの 22

期間分についても同様にプロットしたものが図表１－74 の各点である。表記の関係上、

各点を時系列に結ぶことは避けたので、各表で点の配列状況は異なることに注意頂きた

い。 

 

図表１－７４　Pp-Y（大阪府）
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図表１－２２　Pp-Y（北海道）
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図表１－２３　Pc-Y（北海道）
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図表１－２４　Pp-Y（青森県）
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図表１－２５　Pc-Y（青森県）
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図表１－２６　Pp-Y（岩手県）
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図表１－２７　Pc-Y（岩手県）
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図表１－２８　Pp-Y（宮城県）
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図表１－２９　Pc-Y（宮城県）

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

-0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

Pp

Ｙ

Pc-Y 線形 (Pc-Y)

図表１－３０　Pp-Y（秋田県）
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図表１－３１　Pc-Y（秋田県）
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図表１－３２　Pp-Y（山形県）
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図表１－３３　Pc-Y（山形県）
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図表１－３４　Pp-Y（福島県）
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図表１－３５　Pc-Y（福島県）
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図表１－３６　Pp-Y（茨城県）
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図表１－３７　Pc-Y（茨城県）
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図表１－３８　Pp-Y（栃木県）
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図表１－３９　Pc-Y（栃木県）
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図表１－４０　Pp-Y（群馬県）
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図表１－４１　Pc-Y（群馬県）
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図表１－４２　Pp-Y（埼玉県）
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図表１－４３　Pc-Y（埼玉県）
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図表１－４４　Pp-Y（千葉県）
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図表１－４５　Pc-Y（千葉県）
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図表１－４６　Pp-Y（東京都）
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図表１－４７　Pc-Y（東京都）
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図表１－４８　Pp-Y（神奈川県）
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図表１－４９　Pc-Y（神奈川県）
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図表１－５０　Pp-Y（新潟県）
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図表１－５１　Pc-Y（新潟県）
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図表１－５２　Pp-Y（富山県）
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図表１－５３　Pc-Y（富山県）
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図表１－５４　Pp-Y（石川県）
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図表１－５５　Pc-Y（石川県）
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図表１－５６　Pp-Y（福井県）

-0.1

0

0.1

0.2

-0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5 0.7

Pp

Ｙ

Pp-Y 線形  (Pp-Y)

図表１－５７　Pc-Y（福井県）
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図表１－５８　Pp-Y（山梨県）

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

-0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5

Pp

Ｙ

Pp-Y 線形  (Pp-Y)

図表１－５９　Pc-Y（山梨県）
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図表１－６０　Pp-Y（長野県）
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図表１－６１　Pc-Y（長野県）
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図表１－６２　Pp-Y（岐阜県）

-0.1

0

0.1

0.2

-0.3 0.2 0.7 1.2 1.7

Pp

Ｙ

Pp-Y 線形  (Pp-Y)

図表１－６３　Pc-Y（岐阜県）
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図表１－６４　Pp-Y（静岡県）
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図表１－６５　Pc-Y（静岡県）
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図表１－６６　Pp-Y（愛知県）
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図表１－６７　Pc-Y（愛知県）
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 図表１－６８　Pp-Y（三重県）
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図表１－６９　Pc-Y（三重県）
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図表１－７０　Pp-Y（滋賀県）
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図表１－７１　Pc-Y（滋賀県）
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図表１－７２　Pp-Y（京都府）
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図表１－７３　Pc-Y（京都府）
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図表１－７４　Pp-Y（大阪府）

-0.1

0

0.1

0.2

-0.3 0.2 0.7 1.2

Pp

Ｙ

Pp-Y 線形  (Pp-Y)

図表１－７５　Pc-Y（大阪府）
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図表１－７６　Pp-Y（兵庫県）
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図表１－７７　Pc-Y（兵庫県）
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図表１－７８　Pp-Y（奈良県）
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図表１－７９　Pc-Y（奈良県）
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図表１－８０　Pp-Y（和歌山県）
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図表１－８１　Pc-Y（和歌山県）
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図表１－８２　Pp-Y（鳥取県）
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図表１－８３　Pc-Y（鳥取県）
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図表１－８４　Pp-Y（島根県）
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図表１－８５　Pc-Y（島根県）
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図表１－８６　Pp-Y（岡山県）
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図表１－８７　Pc-Y（岡山県）
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図表１－８８　Pp-Y（広島県）
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図表１－８９　Pc-Y（広島県）
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図表１－９０　Pp-Y（山口県）
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図表１－９１　Pc-Y（山口県）
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図表１－９２　Pp-Y（徳島県）
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図表１－９３　Pc-Y（徳島県）
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図表１－９４　Pp-Y（香川県）
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図表１－９５　Pc-Y（香川県）
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図表１－９６　Pp-Y（愛媛県）

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

-0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5

Pp

Ｙ

Pp-Y 線形  (Pp-Y)

図表１－９７　Pc-Y（愛媛県）
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図表１－９８　Pp-Y（高知県）
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図表１－９９　Pc-Y（高知県）
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図表１－１００　Pp-Y（福岡県）
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図表１－１０１　Pc-Y（福岡県）
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図表１－１０２　Pp-Y（佐賀県）
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図表１－１０３　Pc-Y（佐賀県）
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図表１－１０４　Pp-Y（長崎県）
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図表１－１０５　Pc-Y（長崎県）
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図表１－１０６　Pp-Y（熊本県）
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図表１－１０７　Pc-Y（熊本県）
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図表１－１０８　Pp-Y（大分県）
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図表１－１０９　Pc-Y（大分県）
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図表１－１１０　Pp-Y（宮崎県）
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図表１－１１１　Pc-Y（宮崎県）
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図表１－１１２　Pp-Y（鹿児島県）
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図表１－１１３　Pc-Y（鹿児島県）
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